
 

 

 

 

 

 

 

 



■ 第３章 計画の基本理念と目標 ■ 
 
 

 

ⅠⅠ  基基本本理理念念  

 

仁木町では、急速な少子高齢化が進む中で、家庭や地域のつながりを見直し、 

互いに「「支支ええ合合うう心心」」、、「「温温かかいい心心」」、、「「優優ししいい心心」」の3つの「「心心」」を大切にする 

地域福祉（福祉コミュニティづくり）を進めています。 

 地域のみんなが子育てを通じて優しいつながりを持ち、喜びに満ちた生活を

送ることができ、安心して子育てができる地域社会を築くための基本理念を次

のように定めます。 
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ⅡⅡ  基基本本目目標標  

 
地域住民が助け合い、安心して子育てができるよう、次の4点を基本目標とし
ます。 

 

  （（子子どどももかかららのの視視点点））  

ⅠⅠ．．健健ややかかなな成成長長をを支支援援すするる基基盤盤づづくくりり  

   子育て支援サービス等により、より影響を受けるのは多くの子ども自身

であり、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重される

よう配慮します。  

   また、子どもは次代の親になるという認識の下に長期的な視野に立った

子どもの健全育成のための取り組みを進めます。 
 

（（保保護護者者かかららのの視視点点））  

ⅡⅡ．．子子どどももをを生生みみ育育ててるるここととにに喜喜びびをを感感じじるる環環境境づづくくりり  

   父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという認

識のもと、子どもが健やかに育つことのできる環境づくりを進め、かつ子

育てに伴う喜びが実感されるような取り組みを進めます。 
 

（（地地域域かかららのの視視点点））  

ⅢⅢ．．子子どどももととそそのの保保護護者者をを地地域域でで支支ええ合合うう体体制制づづくくりり  

   子育てについての基本的役割は親にありますが、 子どもは地域のたから

ものであるとともに社会の一員であり、健やかに育むためには、地域や企

業、行政等がそれぞれの責務を担いながら、子どもとその保護者を地域で

支え合う体制づくりを進めます。 
 

（（事事業業者者かかららのの視視点点））  

ⅣⅣ．．子子育育てて家家庭庭にに配配慮慮ししたた環環境境づづくくりり  

   急速な少子化の進行は、今後わが国の社会経済全体に極めて深刻な影響 

を与えることが予想されます。子育てと仕事の両立支援のみならず、様々

な地域の社会資源を十分かつ効果的に活用し、社会全体で協力して子育て

家庭に配慮した環境づくりの支援を進めます。 

■ 第３章 計画の基本理念と目標 ■ 
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■ 第３章 計画の理念と目標 ■ 
 
 
ⅢⅢ  仁仁木木町町次次世世代代育育成成支支援援行行動動計計画画  体体系系表表  
 
  
 
 
 
基本理念 基本目標 基本施策 展開方向                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

子 

ど 

も 

を 

家 

庭 

と 

地 
域 
で 
育 

む 

や 

す 

ら 

ぎ 

の 

里 

①保育サービスの充実 

②子育て支援サービスの充実 

③子育てﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽづくり 

(事業者から 
の視点)

 
Ⅳ．子育て家庭
に配慮した環
境づくり 

５．職業生活と家庭生活と

の両立の推進 

６．子ども等の安全の確保

⑤世代間交流の促進 

④児童の健全育成 

(地域から 
の視点)

 
Ⅲ．子どもとそ
の保護者を地
域で支え合う
体制づくり 

(保護者から 
の視点)

 
Ⅱ．子どもを生
み育てること
に喜びを感じ
る環境づくり 

(子どもから 
の視点)

 
Ⅰ．健やかな成
長を支援する
基盤づくり 

７．要保護児童への対応な

どきめ細やかな取組の

推進 

４．子育てを支援する生活

環境の整備 

３．子どもの心身の健やか

な成長に資する教育環

境の整備 

２．母性並びに乳児及び幼

児等の健康の確保及び

増進 

１．地域における子育ての

支援 

①子どもや母親の健康の確保 

②食育の推進 

③思春期保健対策の充実 

①次代の親の育成 

②家庭や地域の教育力の向上 

③有害環境対策の推進 

①安全な道路環境の整備 

②安全・安心まちづくりの推進 

①多様な働き方の実現・男性を

含めた働き方の見直しの推進 

②仕事と子育ての両立の推進 

①交通安全確保活動の推進 

②犯罪等の被害防止活動の推進 

①児童虐待防止対策の充実 

②母子家庭等への自立支援の推進 

③障害児施策の充実 

④児童養護施設の整備 

③公共施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進 
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